
児
童
手
当
制
度
が
変
わ
り
ま
し
た

三
月
一
日
か
ら
請
求
を
受
付
ま
す

こ
れ
ま
で
三
人
以
上
の
児
童
を

養
育
し
て
い
る
人
に
対
し
て
支
給

さ
れ
て
い
た
児
童
手
当
が
、
今
年

六
月
以
後
は
、
二
人
の
児
童
を
養

育
し
て
い
る
人
に
も
支
給
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
今
年
は
二
人
目
の
児

童
が
六
月
一
日
の
時
点
で
二
歳
未

満
（
昭
和
五
九
年
六
月
二
日
以
後

に
生
ま
れ
た
児
童
）
で
あ
る
こ
と

が
条
件
で
す
。

次
の
例
を
参
考
に
し
て
該
当
す

る
方
は
、
三
月
一
日
か
ら
事
前
請

求
を
受
付
け
ま
す
の
で
、
福
祉
事

務
所
又
は
各
支
所
で
手
続
を
し
て

く
だ
さ
い
。

児
童
手
当
制
度
の

主
な
改
正
事
項

①
義
務
教
育
（
小
学
校
）
就
学
前

の
児
童
を
含
む
二
人
以
上
の
児

童
を
養
育
す
る
人
に
支
給
す
る
。

②
第
二
子
分
の
手
当
月
額
は
二
、

五
〇
〇
円
、
第
三
子
以
上
の
手

当
月
額
は
五
、
〇
〇
〇
円
と
す

る
。

（
低
所
得
者
に
対
す
る
加
算
の
月

額
七
、
〇
〇
〇
円
は
廃
止
）

③
所
得
制
限
は
別
に
定
め
る
。

④
新
制
度
は
次
の
よ
う
に
段
階
的

に
実
施
す
る
。

ｏ
一
年
目
（
S
6
1
・
６
・
１
か
ら

S
6
2
・
３
・
3
1
ま
で
の
間
）

・
第
二
子
分
は
、
昭
和
六
一
年

六
月
一
日
現
在
で
満
二
歳
未
満
。

・
第
三
子
以
降
分
は
、
義
務
教

育
終
了
前
。

ｏ
二
年
目
（
S
6
2
・
４
・
１
か
ら

S
6
3
・
３
・
3
1
ま
で
の
間
）

・
第
二
子
分
は
、
昭
和
六
二
年

四
月
一
日
現
在
で
満
四
歳
未
満
。

・
第
三
子
分
は
、
昭
和
六
二
年

四
月
一
日
現
在
で
満
九
歳
未
満
。

ｏ
昭
和
六
三
年
四
月
一
日
か
ら
は

第
二
子
以
降
、
義
務
教
育
就
学
前

の
児
童
が
対
照
に
な
り
ま
す
。

Ａ　 ２人 の 児 童を 養育 して い る 場 合（ 実 子で な く て もよ い ）

第 １ 子 第　２　子
受 給 の 可 否 と
手 当 月 額

手 続 き

例 １ 18歳 未 満
Ｓ５９・ ６ ・ ２

以 後 誕 生
S61 ・ 6 よ り 受 給

で き る。　2, 500円

Ｓ ６１・ ３ ・ １

受 付 開 始

例 ２ 18歳 未 満
Ｓ５８・ ４ ・ ２

８５９・ ６ ・ １ 誕 生
S62 ・ 4 か ら受 給

で き る 。
S62 年 受 付

例 ３ 18歳 未 満
Ｓ５７・ ４ ・ ２ よ り

Ｓ５８・ ４ ・ １ 誕 生
S63 ・ 4 か ら受 給

で き る 。
S63 年 受 付

例 ４ 18歳 未 満
Ｓ５７・ ４ ・ １

以 前 誕 生
受 給で き な い。 な　　 し

Ｂ　 ３人以 上 の 児童 を 養 育 し て い る 場 合（ 実 子 で な く と も よ い ）

現 在受 給 し てい る 人 で も 第 ２子 が、 上 記 の 例 １ 型 に 該 当 す る

人 は 、 第 ２ 子 分 の 請 求 手 続 き を し て く だ さい 。

こ の 場 合 の 手 当 月 額 は 〔 第 ２ 子 分2, 500 円 ＋3 子 以 上 の 児 童

数 × 5, 000 円 〕 と な り ま す 。 他 の 条 件 は61 年 度 に限 り 従 来 ど お

り で す 。

な お 、 第 ２子 が Ｓ６１・ ６ ・ ２ 時点 で 満 ２歳 以 上 の 場 合 は 上 記

例 の 例 ２ ・ ３ ・ ４ 型 を 参 考 に し て く だ さ い。

増える医療費で苦しい国保

国
保
が
支
払
う
医
療
費

の
額
は
毎
年
増
え
つ
づ
け

て
い
ま
す
。

そ
の
伸
び
率
は
こ
こ
数

年
間
全
国
的
に
、
年
六
％

～
七
％
の
伸
び
率
と
な
っ

て
い
ま
す
。

長
門
市
の
医
療
費
の
増

加
率
は
全
国
の
伸
び
率
よ

り
は
る
か
に
高
く
、
昭
和

五
九
年
と
昭
和
六
〇
年
と

を
比
較
す
る
と
約
二
〇
％

の
伸
び
率
に
な
る
見
込
で

す
。増

え
つ
づ
け
る
医
療
費

に
対
し
て
、
こ
れ
を
ま
か
な
う
た

め
の
財
源
の
確
保
が
困
難
に
な
り

つ
つ
あ
り
ま
す
。

苦
し
い
中
で
な
ん
と
か
や
り
く

り
を
す
る
た
め
に
は
、
皆
さ
ん
か

ら
の
保
険
料
に
た
よ
ら
ざ
る
を
得

ま
せ
ん
。

皆
さ
ん
の
負
担
を
出
来
る
だ
け

少
な
く
す
る
た
め
に
も
、
医
療
費

の
節
約
に
こ
こ
ろ
が
け
、
保
険
料

が
未
納
に
な
ら
な
い
よ
う
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

医
療
費
の

節
約
の
た
め
に

病
気
や
け
が
を
し
た
と
き
に
医

者
に
か
か
る
の
は
当
然
で
す
。
こ

の
場
合
で
も
、
わ
た
し
た
ち
の
心

構
え
や
考
え
方
に
よ
っ
て
医
療
費

の
支
払
額
が
、
大
幅
に
違
っ
て
来

ま
す
。
次
の
よ
う
な
こ
と
を
心
が

け
ま
し
ょ
う
。

①
ま
ず
健
康
づ
く
り

医
療
費
節
約
の
基
本
は
、
病
気

に
な
ら
な
い
よ
う
に
健
康
づ
く
り

を
す
る
こ
と
で
す
。
偏
食
し
な
い

で
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
栄
養
を
と

る
。
適
度
の
運
動
を
欠
か
さ
ず
過

労
を
避
け
充
分
な
睡
眠
を
と
る
。

つ
ま
り
、
体
に
充
分
な
抵
抗
力
を

付
け
て
、
少
々
の
病
気
は
跳
ね
返

す
体
力
を
付
け
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

②
は
し
ご
受
診
は
止
め
て

ち
ょ
っ
と
病
状
が
は
か
ば
か
し

く
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
す
ぐ
他

の
医
者
に
か
か
る
。
あ
る
い
は
同

じ
病
気
で
同
時
に
、
二
人
も
三
人

も
の
医
者
に
か
か
る
、
い
わ
ゆ
る

は
し
ご
受
診
は
医
療
費
の
無
駄
づ

か
い
で
す
。
止
め
ま
し
ょ
う
。

③
深
夜
・
休
日
・
時
間
外
は
受
診

を
避
け
ま
し
ょ
う
。

診
療
時
間
外
の
受
診
は
、
大
幅

な
割
増
料
金
を
支
払
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
な
る
べ
く
平
日
の
診
療

時
間
内
に
受
診
す
る
よ
う
に
心
が

け
ま
し
ょ
う
。

市
営
住
宅
補
欠
入
居
者
募
集

申
し
込
み
は
二
月
二
十
七
日
ま
で

◇
住
宅
の
所
在
　
市
内
全
域

◇
住
宅
の
種
別
　
第
一
種
市
営
住

宅

◇
住
宅
の
家
賃

月
額
　
　
五
、
四
〇
〇
円
か
ら

七
、
八
〇
〇
円
ま
で

◇
申
込
者
の
資
格

①
市
内
に
住
所
又
は
勤
務
場
所
を

有
す
る
者

②
現
に
同
居
か
同
居
し
よ
う
と
す

る
親
族
（
婚
姻
の
届
出
を
し
な

い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
に
あ
る

者
、
そ
の
他
婚
約
者
を
含
む
）

が
あ
る
者

③
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
な
者

④
入
居
の
申
し
込
み
を
し
た
日
に

お
い
て
、
公
営
住
宅
法
の
規
定

に
よ
る
収
入
基
準
に
該
当
す
る

者
◇
申
込
受
付

①
受
付
期
間
　
二
月
二
十
日
か
ら

二
月
二
十
七
日
ま
で

②
受
付
場
所
　
市
財
政
課
管
財
係

又
は
各
支
所

◇
申
込
手
続

市
財
政
課
又
は
各
支
所
に
備
付

け
の
申
込
用
紙
に
必
要
な
事
項
を

詳
し
く
記
入
の
う
え
、
本
人
及
び

同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
等
の
昭

和
五
九
年
分
所
得
証
明
書
、
昭
和

六
〇
年
分
源
泉
徴
収
票
及
び
住
民

票
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
選
考
方
法

申
込
書
の
書
面
審
査
及
び
実
態

調
査
を
行
い
、
有
資
格
者
を
選
考

す
る
と
と
も
に
、
有
資
格
者
の
中

か
ら
公
開
抽
せ
ん
に
よ
り
補
欠
入

居
予
定
順
位
を
決
定
す
る
。

※
詳
し
く
は
、
市
財
政
課
管
財
係

へ
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

2
-
2
1
1
1
　
内
線
２
２
１

怖い の は
『消し たつもり 』と

『消え たは ず 』

春の全国火
災予防運動

２月28 日 ～
３ 月13 日
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